
計画の基本理念１

「地域共生社会※」の実現に向けて、だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるこ

とができるように、「個人の尊厳と人間性の尊重」を基盤とした、「自立生活の確立」、「健康

寿命※の延伸」及び「地域の支え合いの推進」を基本理念とします。また、以下の基本的な

考え方に沿って施策を推進します。

個人の尊厳と人間性の尊重

自立生活の確立 健康寿命の延伸

だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける

地域共生社会の実現

地域の支え合いの

推進

計画の基本的な考え方第２章

･ お互いの存在と人格を尊重し、だれもが平等に大切にされる地域社会をつくる。

	 だれもが健康で、生きがいをもって自分らしく活躍できる環境をつくる。

	 だれもが住み慣れた地域で孤立することなく、安全に、安心して生活できる環境をつくる。

	 だれもが暮らしの中で直面する困難について身近な地域で安心して相談し、必要な支援を

求めることができる仕組みを確立する。

	 だれもが自らの力や意思で生活を営めるように、保健・医療・福祉などの必要なサービス

が切れ目なく総合的に提供されるようにする。

	 人に優しく、人と人とのつながりを大切に、区民・事業者・行政の協働により、支え合う

地域社会をつくる。

	 支援を必要とする当事者を含めて、区民が保健医療福祉に関する政策形成過程に参画する

機会を充実する。
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１　包括的相談支援体制の充実

施策の方向：中項目基 本 目 標 ： 大 項 目

２　健康づくりの推進

４　安全で快適な生活環境の確保

３　地域保健医療体制の推進

１　健康危機管理対策の充実

５　認知症施策の推進

３　福祉教育の推進

７　生活困窮者に対するセーフティネットの充実

２　地域の支え合いの推進

６　ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止

４　権利擁護の推進

８　災害時要配慮者支援の推進

「
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計画の体系２

第１節
地域共生社会の実現に向け
た包括的支援体制の充実

（各福祉分野の共通事項）

１　地域包括支援センターの機能強化

５　在宅医療と介護・福祉の連携

３　生活支援サービスの充実

２　介護サービス基盤の整備と家族介護者等への支援の充実

６　介護・福祉人材の確保・定着・育成とサービスの
質の向上

４　住まいの確保

第２節
地域包括ケアシステムの
深化・推進

１　介護予防・フレイル予防の推進

２　社会参加・居場所づくり・就労支援の推進

第３節
生涯現役社会・エイジレス
社会の推進

３　ともに暮らすまちづくりの実現

１　身近な地域で暮らし続けていくことができる仕組
みづくり

４　障害のある児童の健やかな育成のための発達支援

２　誰もが社会に参加し、貢献することができる仕組
みづくり

第４節
障害のある人への支援の
充実

１　子育て・子育ちへの支援

第５節
子育て・子育ちへの支援の
充実

第６節
健康で安心して暮らせる
まちづくり
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（１）多様なニーズに対応する包括的相談支援体制の整備　（２）身近な地域における包括的相談支援体制の充実　
（３）コミュニティソーシャルワーク機能の強化による地域づくりの推進

施 策 ： 小 項 目

（１）認知症の人にやさしいまちづくりの推進　（２）認知症予防と容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

（１）ひきこもり状態にある人への支援の推進　（２）社会的なつながりが弱い人への支援

（１）避難支援対策の推進　（２）避難所生活支援の推進　（３）在宅避難生活の支援の推進

（１）相談支援体制の充実　（２）自立支援の推進　（３）連携体制の充実　（４）生活困窮者支援の周知の充実

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進　（２）生活習慣の改善　（３）親子の健康づくりの推進
（４）食育の推進　（５）こころの健康　（６）公害保健対策の推進

（１）快適な生活環境の確保　（２）医薬品等の安全の確保　（３）動物の適正飼育の推進

（１）休日等診療体制の確保　（２）難病等保健医療対策の充実

（１）感染症への対応　（２）食品の安全・安心の確保　（３）災害等への対応

（１）支え合いの仕組みづくり　（２）地域福祉の担い手の育成・支援　（３）活動の充実に向けた環境づくり

（１）地域福祉に関する学び合いの推進　（２）心のバリアフリーの推進　
（３）ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の普及・啓発

（１）成年後見制度の利用の促進　（２）虐待防止に向けた取組の充実　
（３）権利擁護に関する支援事業等の普及・啓発　（４）意思決定支援の推進

（１）介護サービス基盤の整備　（２）介護者・家族支援の充実

（１）介護・福祉サービス人材の確保・定着・育成　（２）苦情対応等の体制の充実
（３）介護・福祉サービス事業者の指導・育成　（４）サービス評価・公表の充実

（１）区営住宅・福祉住宅等住まいの提供　（２）多様な世帯が安心して住み続けるための居住支援
（３）住宅施策と福祉施策が連携した切れ目のない支援

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進　（２）在宅生活の支援の充実

（１）相談支援体制の強化　（２）地域及び関係機関との連携の強化

（１）在宅療養のための地域資源の情報提供　（２）在宅医療と介護・福祉の連携
（３）区民への啓発事業及び在宅療養相談窓口の充実

（１）高齢者の生きがい活動の支援　（２）社会参加の推進と居場所づくり　（３）高齢者の就業支援

（１）介護予防事業の充実　（２）地域介護予防活動の推進

（１）社会参加を促進するための支援　（２）就労支援の充実　（３）多様な活動の場の提供

（１）相談支援の充実　（２）保健・医療・福祉サービスの連携　（３）地域における日常生活の支援

（１）地域における安定した暮らしの場の確保　（２）ユニバーサルデザイン・バリアフリー化の推進

（１）多様なニーズに応える支援体制の確保　（２）ライフステージに応じた支援の推進

（１）子育てへの支援　（２）多様な保育の充実　（３）成長や発達に応じた支援　
（４）地域における子育ちの支援　（５）子どもの居場所の充実
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計画事業の見方３

【新規】新たに計画に掲載する事業

【重点】重点的に取り組む事業

【数値】数値目標のある事業

【継続】前計画から継続して掲載している事業
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